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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
商品を載置する棚板と、棚板の幅方向両側部を支持する左右一対の支持部材とを備え、多
数の孔を上下方向に間隔をおいて有する棚柱の上下方向任意の位置に各支持部材を着脱自
在に取付けるようにしたショーケースの商品棚において、
前記支持部材と棚柱との間に介在し、前記棚柱の任意の孔に係合可能な係合部と、支持部
材の後端側に左右方向に移動自在に係合可能な係合部とを有する棚取付部材を備えた
ことを特徴とするショーケースの商品棚。
【請求項２】
前記支持部材の後端側下部に前記棚取付部材の下端側に係合する第１の係合部を設けると
ともに、
支持部材の後端側上部には、棚取付部材の上端側に係合する第２の係合部と、第２の係合
部よりも後方位置で棚取付部材の上端側に係合する第３の係合部とを設けた
ことを特徴とする請求項１記載のショーケースの商品棚。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えばコンビニエンスストアやスーパーマーケット等の店内に設置されるショ
ーケースの商品棚に関するものである。
【０００２】
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【従来の技術】
従来、この種のショーケースとしては、図６乃至図８に示すように前面を開口したショー
ケース本体１と、ショーケース本体１内に取付けられた複数の商品棚１０とを備え、各商
品棚１０を互いに上下方向に間隔をおいて配置したものが知られている。
【０００３】
ショーケース本体１は前面開口部の内側に商品収納部２を有し、商品収納部２は透明ガラ
ス製の左右側板３及び背面側の仕切板４によって囲まれている。ショーケース本体１の下
部には機械室５が設けられ、機械室５内に収容された図示しない冷却装置によって商品収
納部２内を冷却するようになっている。また、ショーケース本体１内には各商品棚１０を
支持するための左右一対の棚柱６が仕切板４の両側にそれぞれ立設されており、各棚柱６
には多数の孔６ａが上下方向に間隔をおいて設けられている。
【０００４】
各商品棚１０は、商品を載置する棚板１１と、棚板１１の幅方向両側部を支持する左右一
対のブラケット１２とからなり、各ブラケット１２の後端に突設した上下一対の係合片１
２ａを棚柱６の上下方向任意の孔６ａに係合することにより、棚柱６に着脱自在に取付け
られるようになっている。
【０００５】
また、この種のショーケースの商品棚としては、例えば特開平５－３２９０３９号公報に
記載されているように、棚板と各ブラケットとの間にスライドレールを有し、スライドレ
ールによって棚板を前後方向に移動自在に構成した、いわゆる可動式のものが知られてい
る。この商品棚においては、棚板を前方へ引き出すことによって商品の補充作業等を容易
に行うことができるという利点があり、コンビニエンスストア等の店舗側からの要求が高
まっている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、既に営業を行っている店舗では、前述のような棚板の引き出し構造を有さ
ないショーケースが使用されている場合が多く、ショーケース自体を買い換えるには店舗
側の経済的な負担が大きいため、商品棚のみを前記可動式の商品棚に交換している。しか
しながら、既存のショーケースは製造元や形式等の違いから商品棚の幅寸法が異なる場合
が多く、このため新たな商品棚に交換する場合は、既存のショーケース本体の各棚柱の間
隔に応じた複数種類の幅寸法を有する商品棚を製造しなければならないという問題点があ
った。また、可動式の商品棚に交換する場合だけでなく、既存のショーケースの商品棚が
損壊または老朽化した場合や外観を変更したいときなど、新たな商品棚に交換する場合は
何れも前述と同様の問題を生ずる可能性があった。
【０００７】
本発明は前記問題点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、既存のショ
ーケースの商品棚を新たな商品棚に交換する場合でも、既存のショーケース本体に応じた
複数種類の幅寸法を有する商品棚を製造する必要のないショーケースの商品棚を提供する
ことにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
本発明は前記目的を達成するために、請求項１では、商品を載置する棚板と、棚板の幅方
向両側部を支持する左右一対の支持部材とを備え、多数の孔を上下方向に間隔をおいて有
する棚柱の上下方向任意の位置に各支持部材を着脱自在に取付けるようにしたショーケー
スの商品棚において、前記支持部材と棚柱との間に介在し、前記棚柱の任意の孔に係合可
能な係合部と、支持部材の後端側に左右方向に移動自在に係合可能な係合部とを有する棚
取付部材を備えている。これにより、支持部材が棚取付部材を介して棚柱に取付けらると
ともに、棚取付部材の幅方向の位置を支持部材に対して適宜ずらすことにより、商品棚を
各棚柱の間隔の異なる複数種類のショーケース本体に取付可能となる。
【０００９】
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また、請求項２では、請求項１記載のショーケースの商品棚において、前記支持部材の後
端側下部に前記棚取付部材の下端側に係合する第１の係合部を設けるとともに、支持部材
の後端側上部には、棚取付部材の上端側に係合する第２の係合部と、第２の係合部よりも
後方位置で棚取付部材の上端側に係合する第３の係合部とを設けている。これにより、請
求項１の作用に加え、棚取付部材の下端側に支持部材の第１の係合部を係合し、棚取付部
材の上端側に支持部材の第２または第３の係合部を係合することにより、棚取付部材によ
って支持部材が支持される。この場合、棚取付部材に支持部材の第３の係合部を係合する
ことにより、支持部材の上端側の係合位置が第２の係合部よりも前方寄りになることから
、商品棚が前下りに傾斜した状態で取付けられる。
【００１０】
【発明の実施の形態】
図１乃至図５は本発明の一実施形態を示すもので、図１は商品棚の取付構造を示す分解斜
視図、図２はその分解側面断面図、図３はその側面断面図、図４はその正面断面図、図５
はその側面断面図である。尚、従来例と同等の構成部分には同一の符号を付して示す。
【００１１】
同図に示す商品棚２０は、商品を載置する棚板２１と、棚板２１の幅方向両側部を支持す
る支持部材としての左右一対のブラケット２２と、各ブラケット２２と棚柱６との間に介
在する一対の棚取付部材２３とからなり、従来例で示したショーケース本体１の棚柱６に
取付けられるものである。
【００１２】
棚板２１は周端側を上方に屈曲させており、その下面側を各ブラケット２２の上端に固定
されている。
【００１３】
ブラケット２２は上端側及び後端側を一側方に屈曲させており、その後端側の下部にはブ
ラケット２２の後方に延びる第１の係合片２２ａが設けられている。また、ブラケット２
２の後端側の上部にはブラケット２２の後方に延びる第２及び第３の係合片２２ｂ，２２
ｃが設けられ、各係合片２２ｂ，２２ｃはそれぞれ先端側を下方に屈曲させている。この
場合、第２及び第３の係合片２２ｂ，２２ｃは互いに幅方向に並設され、第３の係合片２
２ｃは第２の係合片２２ｂよりも後方位置まで長く延びている。
【００１４】
棚取付部材２３は左右両端側を後方に屈曲させており、前面側の幅はブラケット２２より
も大きく形成されている。棚取付部材２３の前面下端側にはブラケット２２の第１の係合
片２２ａを係合可能な係合孔２３ａが設けられ、係合孔２３ａの幅Ｗ1 は第１の係合片２
２ａの幅Ｗ2 よりも大きく形成されている。また、棚取付部材２３の前面側上端部はブラ
ケット２２の第２の係合片２２ｂまたは第３の係合片２２ｃを係合可能な係合部２３ｂを
なす。更に、棚取付部材２３の幅方向一方の後端には、棚柱６の孔６ａに係合可能な係合
片２３ｃ及び係合突起２３ｄが設けられている。係合片２３ｃは棚取付部材２３の後端側
上部から後方に延び、その先端側を下方に屈曲させている。また、係合突起２３ｄは棚取
付部材２３の後端側下部から後方に突出している。この場合、係合片２３ｃ及び係合突起
２３ｄは、互いに棚柱６の各孔６ａの位置に対応するように上下方向に間隔をおいて設け
られている。
【００１５】
以上の構成において商品棚２０を棚柱６に取付ける場合は、図２に示すように棚取付部材
２３の係合片２３ｃを棚柱６の任意の孔６ａに係合し、その下方の孔６ａに棚取付部材２
３の係合突起２３ｄを係合することにより、各棚取付部材２３を左右の棚柱６にそれぞれ
取付けた後、各棚取付部材２３の係合部２３ｂに各ブラケット２２の第２の係合片２２ｂ
を係合し、各棚取付部材２３の係合孔２３ａに各ブラケット２２の第１の係合片２２ａを
係合することにより、図３に示すように商品棚２０が各棚取付部材２３を介して各棚柱６
に取付けられる。この場合、図４に示すように棚取付部材２３の係合孔２３ａの幅Ｗ1 は
ブラケット２２の第１の係合片２２ａの幅Ｗ2 よりも大きく形成されているので、棚取付
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部材２３の幅方向の位置をブラケット２２に対して適宜ずらすことが可能である。また、
棚取付部材２３にブラケット２２を係合する際、図５に示すように棚取付部材２３の係合
部２３ｂにブラケット２２の第３の係合片２２ｃを係合することにより、ブラケット２２
の上端側の係合位置が第２の係合片２２ｂよりも前方寄りになることから、商品棚２０を
前下りに傾斜した状態で取付けることができる。
【００１６】
このように、本実施形態の商品棚２０によれば、ブラケット２２を幅方向に移動自在に係
合する棚取付部材２３を介して棚柱６に取付けるようにしたので、例えば既存のショーケ
ース本体の商品棚を新たな商品棚２０に交換する際、既存のショーケースの製造元や形式
等の違いによって各棚柱６の間隔が異なる場合でも、棚取付部材２３に対するブラケット
２２の幅方向の位置を適宜ずらすことにより、商品棚２０を各棚柱６の間隔の異なる複数
種類のショーケース本体に取付可能となる。従って、既存のショーケース本体に応じた複
数種類の幅寸法を有する商品棚を製造する必要がなく、汎用性の向上及び低コスト化に極
めて有利である。また、棚取付部材２３の係合部２３ｂにブラケット２２の第３の係合片
２２ｃを係合することにより、棚取付部材２３に第２の係合片２２ｂを係合した場合より
も商品棚２０を前下りに傾斜した状態で取付けることができるので、商品棚２０の傾斜角
度を任意に選択することができる。
【００１７】
更に、前記実施形態では、ブラケット２２の各係合片２２ａ，２２ｂ，２２ｃをブラケッ
ト２２の上端側及び後端側を一側方に屈曲させた部分から延設することにより、各係合片
２２ａ，２２ｂ，２２ｃが上下または前後方向の厚さに対して左右方向の寸法が大きくな
るように形成したので、図８に示す従来例のようにブラケット１２の各係合片１２ａを上
下方向の寸法に対して左右方向の厚さを小さく形成したものに比べ、係合部分の強度にお
いて有利である。
【００１８】
尚、前記実施形態では商品棚２０の取付構造について説明する関係上、商品棚２０の棚板
２１を各ブラケット２２に固定されたものを一例として示したが、スライドレールによっ
て棚板を前後方向に移動自在に構成した、いわゆる可動式の商品棚にも本発明を適用する
ことが可能である。
【００１９】
【発明の効果】
以上説明したように、請求項１の商品棚によれば、既存のショーケースの商品棚を新たな
商品棚に交換する際、既存のショーケースの製造元や形式等の違いによって各棚柱の間隔
が異なる場合でも、既存のショーケース本体に応じた複数種類の幅寸法を有する商品棚を
製造する必要がないので、汎用性の向上及び低コスト化を図ることができ、例えば店舗側
から要求の高い可動式の商品棚への交換に極めて有利である。
【００２０】
また、請求項２の商品棚によれば、請求項１の効果に加え、商品棚の傾斜角度を商品の陳
列形態等に応じて任意に選択することができるので、実用に際して極めて有利である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態を示す商品棚取付構造の分解斜視図
【図２】商品棚取付構造の分解側面断面図
【図３】商品棚取付構造の側面断面図
【図４】商品棚取付構造の正面断面図
【図５】傾斜状態を示す商品棚取付構造の側面断面図
【図６】従来例を示すショーケースの正面図
【図７】従来例を示すショーケースの側面図
【図８】従来例を示す商品棚取付構造の分解斜視図
【符号の説明】
６…棚柱、６ａ…孔、２０…商品棚、２１…棚板、２２…ブラケット、２２ａ…第１の係
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合片、２２ｂ…第２の係合片、２２ｃ…第３の係合片、２３…棚取付部材、２３ａ…係合
孔、２３ｂ…係合部、２３ｃ…係合片、２３ｄ…係合突起。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】 【図７】
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